
京都市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例（令和８年３月２６日京都市条例第 

  号）（行財政局人事部給与課） 

京都市行政委員の報酬の在り方に関する検討委員会からの答申等を踏まえ、非常勤の

職員の報酬を改定するとともに、日額による場合の報酬の支給日を変更することとしま

した。 

上記改正のうち、非常勤の職員の報酬の改定に係る部分については令和９年４月１日

から、日額による場合の報酬の支給日の変更に係る部分については令和８年４月１日か

ら実施することとしました。 

４４



京都市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和８年３月２６日 

                         京都市長  松 井 孝 治 

京都市条例第   号 

京都市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

 京都市報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

（報酬の額） 

第２条 報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

 ⑴ 固定資産評価員 月額３０９，０００円 

 ⑵ 市会議員のうちから選任される監査委員 月額６０，０００円 

 ⑶ 監査委員（市会議員のうちから選任される監査委員を除く。） 月額３２３，０００

円 

 ⑷ 教育委員会委員 月額３０５，０００円 

 ⑸ 人事委員会委員長 月額３２３，０００円 

 ⑹ 人事委員会委員（人事委員会委員長を除く。） 月額３０５，０００円 

 ⑺ 市選挙管理委員会委員長 月額１３３，０００円及び日額１８，０００円 

 ⑻ 市選挙管理委員会委員（市選挙管理委員会委員長を除く。） 月額１２０，０００円

及び日額１８，０００円 

 ⑼ 区選挙管理委員会委員長 月額５４，０００円及び日額１０，０００円 

 ⑽ 区選挙管理委員会委員（区選挙管理委員会委員長を除く。） 月額４７，０００円及

び日額１０，０００円 

 ⑾ 農業委員会会長 月額７０，０００円 

 ⑿ 農業委員会会長の職務代理者 月額６１，０００円 

 ⒀ 農業委員会委員（農業委員会会長及び農業委員会会長の職務代理者を除く。） 月

額５２，０００円 

 ⒁ 固定資産評価審査委員会委員 日額１８，０００円 

２ 前項に定めるもののほか、附属機関の構成員その他の非常勤の職員の報酬の額は、月

額による場合にあっては５７９，０００円以内、日額による場合にあっては２２，００

０円以内とする。 

４４



 第３条第１項本文中「月分を」の右に「翌月７日までに」を加え、「、その翌月７日」を

「翌月２１日」に改め、同項ただし書中「但し、退職又は死亡の」を「ただし、報酬を受

けるべき者が退職し、又は死亡した」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

（行財政局人事部給与課） 


